
 

都市機構団地内駐車場における 

月極駐車場サブリース運営事業者募集のご案内 

 令和７年10月10日  

 

独立行政法人都市再生機構中部支社は、団地内駐車場の利用促進を図る事で、賃貸

住宅を適切に管理するとともに、サービスの維持・向上を図り、安全・安心・快適な

賃貸住宅を提供するため、駐車場のサブリース運営事業者を入札により募集します。 

 

１ スケジュール概要 

 

■資料配布及び特記事項等説明 

入札参加者で募集要領及び申込書等の資料をご希望される方は、以下に記載の

連絡先にお問い合わせください。 

令和７年10月10日（金）から令和７年10月22日（水）まで。 

（午前10時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。※土曜、日曜及び祝日を除く。） 

■ 申請書(申込書)等の配布及び受付期間 

令和７年10月10日（金）から令和７年10月23日（木）まで。 

（午前10時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。※土曜、日曜及び祝日を除く。） 

■ 申請(申込)資格の結果通知 

  令和７年10月31日（金）までに実施（予定）（郵送にて御通知） 

■ 入札書(賃貸料提示書)の受付日時 

令和７年11月10日（月）及び令和７年11月11日(火） 

（午前10時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。） 

■ 開札日 

令和７年11月12日（水）（予定） 

 

■申込書等の申込受付場所及びお問合せ先 

独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部経営課 

【住所】〒460-8484 

    愛知県名古屋市中区栄四丁目１番1号中日ビル１７階（総合受付） 

【電話】(０５２）２３８-９１７３ 
（提出等で来訪される場合は、事前に御電話いただき、日時を御予約ください。） 

 

 



 

２ 募集対象物件 

  本募集の対象物件は、別図に示す団地（以下「指定団地」と言います。）内の駐車場区画

（以下「当初貸与区画」といいます。）とします。 

  当初貸与区画については、賃貸借契約締結日と同日付でサブリース運営事業者に引渡し、

契約締結後速やかに月極駐車場としての運営を開始していただきます。 

なお、リース料の支払義務は、使用開始可能日から３か月のフリーレント期間終了後から

発生します。 

当初貸与区画の位置及び区画数は、募集要領をご確認ください。 

  また、賃貸借契約締結後、一定の要件を満たすことで、指定団地内において貸与する駐車

場区画数の追加又は返還が可能です。 

  区画数の変更をした場合の１区画当たりの月額リース料等の詳細は、募集要領をご確認く

ださい。 

 

３ 物件の用途 

月極駐車場 

 

４ 申請(申込)資格 

 入札参加者の資格は次に掲げる全ての条件を満たす者とします。 

(1) 「入札参加資格確認申請書」の提出時点において、入札希望者が管理又は募集等の運営

に関与する月極駐車場契約区画数の合計が当初貸与区画数以上であること。 

(2) 毎月のリース料等の支払能力があること。 

(3) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 

号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当しない者であること。 

(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者でないこと。

（詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係 

規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→

「（入札説明書等別紙）暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ず

る者」を参照）。 

 

５ 賃借人(事業者)決定方法 

当機構が指定団地ごとに、あらかじめ別に定める「最低入札価格」以上、かつ、最も高い

賃貸料で入札した申請者(申込者)を賃借予定者として決定します。 

 

６ 賃貸借契約の締結 

(1) 契約期間 

当機構が通知する使用開始可能日から令和11年３月31日までとします。ただし、期間が    

満了する３か月前までに、当機構又は賃借事業者から申出がない場合は、同一条件で１年

間更新されるものとし、更新された契約についても同様とします。 

(2) 契約の締結 

賃借予定者として決定後は、速やかに「駐車場賃貸借契約」及び「個人情報等の保 

護に関する特約条項」を締結していただきます。 



 

(3) 違約金 

賃借予定者として決定された後に辞退した場合には、月額リース料（落札価格）の６

か月分相当額を違約金としてお支払いただきます。 

 

７ 申請(申込)方法その他 

(1) 詳細につきましては、募集要領を御参照ください。 

また、申請(申込)に当たっては、必ず現地、周辺環境等を御確認ください。 

                                   以 上



■大幸東団地 

〒４６１-００４５ 

地下鉄名城線「砂田橋」駅下車徒歩10～14分 

地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」駅下車徒歩８～13分 

住戸：1,433戸、駐車場：961台 

管理開始：昭和 55年３月 

月極駐車場料金（税込）：１１，８８０円 

 

 

【配置図】 

 サブリース区画 

青丸（自走式駐車場の 2階：屋根なし） 

赤丸（団地北西部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図（1/2） 



 

■コンフォール城山 

〒４８５-０８１２ 

ＪＲ「高蔵寺」駅下車名鉄バス23分 

ＪＲ「春日井」駅下車名鉄バス18分 

住戸：334戸、駐車場：473台 

管理開始：平成５年 12月 

月極駐車場料金（税込）：６，０５０円 

 

 

【配置図】 

 サブリース区画  

８号棟、９号棟北側 

 

 

 

 

別図（2/2） 


